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研究成果の概要（和文）：本研究の目的はジョン・ロックの社会契約論に基づく新しい統治の理論を構築することであ
る。そのために本研究ではこれまで批判の対象でしかなかったロックの暗黙の同意、すなわち統治下での居住の事実か
ら推定される同意に着目した。その結果、ロックは暗黙の同意が成立するためには条件を、つまり統治は人種、民族、
宗教、そして財産に関係なく全ての人に開かれた立法部を備えていなければならないという条件を課していることを明
らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to develop a new theory of government based upon 
Locke's contract theory. The study focuses upon the idea of tacit consent inferred from residence, which 
philosophers have criticized. It is argued that Locke imposes the condition that government construct a 
legislative in which all people can participate irrespective of race, nation, religion and socio-economic 
status.

研究分野： 哲学・倫理学

キーワード： ジョン・ロック　社会契約論　所有権　民主主義　多文化主義　シティズンシップ　マイノリティ　リ
ベラリズム
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１．研究開始当初の背景 
グローバル化と国際化によって我が国に

は多様な出自を持つ人々が居住するように
なっている。こうした中で統治のあり方が問
われている。従来の倫理学においては、こう
した統治の規範理論の代表が功利主義であ
った。実際、19 世紀以降、功利主義は圧倒的
な影響力を誇ってきた。しかし、第二次世界
大戦後にジョン・ロールズが指摘したように、
功利主義には重大な欠点がある。それは、人
間の多様性に配慮できないという欠点であ
る。というのも、功利主義は社会全体の幸福
を重視するため、場合によっては民族的ある
いは宗教的少数者（マイノリティ）の権利や
利益を踏みにじる危険があるからである。以
上のことを踏まえてロールズは功利主義に
代わる新しい統治の規範理論として独自の
社会契約論を打ち立てた。ところが、ロール
ズの案出した社会契約論とジョン・ロックに
代表される古典的契約論には様々な違いが
ある。これは、ロックに対する批判をかわす
ためにロールズが施した変更による。 
17 世紀のイギリスで活躍したジョン・ロッ

クの社会契約論は名誉革命後のイギリスは
もちろん、アメリカ独立革命やフランス革命
にも大きな影響を与えたとして高く評価さ
れてきた。ところが、倫理学の議論において
ロックの社会契約論は多くの批判を浴びて
きた。特にヒュームはロックの用いる暗黙の
同意という概念に痛烈な批判を浴びせた。ロ
ックは、人間は統治下に居住することによっ
てその統治に服従することに暗黙の同意を
与えていると主張する。ヒュームは、このよ
うな主張は圧制をも正当化しかねないと批
判している。というのも、居住の事実から暗
黙の同意が推定されるなら、統治下に居住し
ている限り、どんな統治も正当化されてしま
うからである。この批判はロック研究者の間
ですら踏襲されており、倫理学におけるロッ
クの現代的意義も否定する者も多い。こうし
て、その現実政治への影響力とは裏腹に、倫
理学や政治哲学の領域ではロックの社会契
約論は批判の対象としてのみ言及されるよ
うになってしまった。以上のことに鑑みて、
ロールズは古典的契約論に修正を施したの
である。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は国際化やグローバル化の

波の中で、真の多文化共生を図るための新し
い統治の規範理論の構築である。このとき本
研究はロックの社会契約論に着目する。なぜ
なら、ロックの社会契約論は、一人一人の人
間の契約という契機を重視するため、現代社
会の多様性に配慮できる新しい統治の規範
理論の可能性が見出されるからである。以上
の研究が完成したあかつきには、新しい統治
の規範理論の提出のみならず、現代倫理学に
おけるロックの社会契約論の再評価を迫る
ものともなる。 

 
３．研究の方法 
(1)まず平成26年度ではロールズの社会契約
論の研究を行う。ロールズは、功利主義では
人間の多様性に配慮できないと批判し、社会
契約論に基づく新しい統治の規範理論の構
築を目指した。そこで本研究ではロールズの
社会契約論を研究する。具体的にはロールズ
の社会契約論における成員資格、すなわち権
利と義務の主体の条件を探究する。しかし、
後述するように、ロールズの成員資格には欠
点がある。そこで本研究ではウォルツァーの
成員資格論を参照しつつ、ロールズの欠点を
ロックの社会契約論でもって補完すること
を提案する。具体的には、ロックにおける暗
黙の同意という概念を究明することで、現代
社会の多様性を包摂する新しい成員資格を
主張する。 
 
(2)平成 27年度はロックの社会契約論研究を
行う。ロックは居住の事実から推定される暗
黙の同意によって統治下の人間は服従義務
を負うとしていた。前述のようにこの暗黙の
同意は長年批判されてきた。しかし、実のと
ころロックは暗黙の同意を導出するために
は統治は全ての人民に開かれた立法部の存
在を条件としていた。それでは、そうした立
法部に参加するための成員資格とはどのよ
うなものであろうか。この問題を解くべく、
本研究は従来顧みられてこなかった『統治二
論』第一篇と遺稿を渉猟することで、ロック
における成員資格を析出する。 
 
４．研究成果 
(1)平成 26年度はロールズの社会契約論の研
究を行った。ロールズは功利主義では人間の
多様性に配慮できないと主張した。そして、
ロールズは功利主義に代わる統治の規範理
論を提出するために社会契約論を援用する。
ロールズはロックのような古典的契約論者
が用いる自然状態という概念を換骨脱胎し
て原初状態という概念を創出する。ここで重
要なのは、原初状態とはあくまでも思考実験
の場だということである。つまり、原初状態
とは合理的で利己的な人間が承認しうるよ
うな正義原理を探究する場なのである。だが、
ここで特筆すべきなのは、功利主義は人間の
多様性に配慮できないと批判していたロー
ルズが、他方で人間の多様性を捨象すること
によって普遍的な理論構築を目指している
という事実である。 
このような姿勢を批判し、人間の多様性に

配慮するということは、正義が多様であるこ
とを認めることだとするのがウォルツァー
である。ここでウォルツァーが着目するのが
成員資格である。成員資格とは社会において
一定の権利を保障され、義務を負う資格のこ
とである。ウォルツァーはこれまでの倫理学
においてはこの成員資格は注意を払われて
こなかったとして、この問題の重要性を喚起



する。そして、成員資格の条件について詳細
に論じている。これに対して本研究は、ウォ
ルツァーの先見性は認めるものの、ウォルツ
ァーの言う成員資格の条件は非常に厳しく、
首肯できないと結論付ける。というのも、ウ
ォルツァーは社会を構成する多数者への少
数者の同化を前提にしているからである。具
体的にはウォルツァーはアメリカを論じる
際、アメリカを多文化社会とみなしつつも、
その主要な文化や慣習をアングロ・サクソン
系のものを自明視している。このような見方
は受け入れがたいものと思われる。つまり、
社会の多様性に配慮する必要性を説くウォ
ルツァーの言説も、実のところは社会の多様
性を包摂するものとなっていないのである。 
 
(2)以上の研究を踏まえて平成27年度はロッ
クにおける暗黙の同意を分析することで多
様性を包摂する社会の成員資格の析出に取
り組んだ。前述のように、ロックは居住の事
実から暗黙の同意を導出している。ここで問
題となるのは、そうした暗黙の同意が推定さ
れるのはどのような人間であるのかという
ことである。言い換えると、統治下において
権利と義務の主体になるための条件、すなわ
ち成員資格とはどのようなものなのかとい
う問いである。これに関してロックにおける
成員資格は私有財産の多寡によると長年み
なされてきた。ロックが長らく富裕層の利益
の擁護者とされてきた所以はここにある。例
えばその立法部に即して言うならば、ロック
は高額納税者しか選挙権を得られないよう
な立法部を構想していたと考えられてきた。
しかし、従来の研究はもっぱら『統治二論』
第二篇のみの読解に拠るものと思われる。そ
こで本研究は、従来は顧みられてこなかった
『統治二論』第一篇はもちろん、ロックの遺
稿を渉猟することで、ロックにおける成員資
格の実相に迫った。 
その結果、本研究は以下二つのことを突き

止めた。第一に、ロックにおけるコモンウェ
ルス、すなわち国家は私有財産の保護だけで
なく、生命や自由といった他のものも保護す
るものだということである。換言すれば、ロ
ックにおける財産とは狭義の私有財産だけ
でなく、広義のものも包含するものなのであ
る。第二に、そうであるがゆえに、ロックに
おける成員資格は従来考えられてきたより
もはるかに広いということである。つまり、
国家の成員資格は富裕層に限定されるもの
ではなく、事実上、統治下に居住する全ての
人間を包含するものなのである。 
以上のことは従来のロック解釈を刷新す

るものであると同時に、現代社会の変革を促
すものでもある。というのも、ロックの社会
契約論によると立法部は暗黙の同意の推定
のためには立法部が被治者全員に開かれて
いなければならない、つまり、被治者全員が
立法部に立候補あるいは選挙で投票できな
ければならないということである。だが、民

主主義を標榜するどんな国においても立法
部が被治者全員に開かれたことはこれまで
ただの一度も無い。どの国においても立法部
への参加要件として人種、性別そして国籍な
どを限定し、常に被治者の一部を排除してき
た。しかし、このような措置は人間の生来の
自由と平等を前提とするロックからすると
不当であり、参加を拒まれる少数者が不満を
爆発させるのは必定であろう。以上の研究に
より、現代の統治は全ての被治者に開かれた
立法部の設置を義務付けられることになる
だろう。換言すれば、立法部は、人種、民族、
宗教、国籍にかかわらず、全ての人間が参加
できるものでなければならないのである。そ
うして初めて統治下の人間は暗黙の同意を
与えたと解することができるのである。ロッ
クの社会契約論は、倫理学のみならず、現代
社会をも変革しうる可能性を秘めているの
である。 
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